
二
級
町
村
制
の
施
行

　
北
海
道
に
初
め
て
二
級
町
村
制
が

施
行
さ
れ
た
の
は
明
治
三
十
五
年
四

月
で
、
当
時
の
安
平
村
は
開
村
後
間

も
な
く
、
ま
だ
開
拓
の
初
期
で
二
級

町
村
の
指
定
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ

た
が
、
そ
の
後
、
農
林
業
や
工
業
な

ど
の
盛
況
に
よ
り
入
地
者
も
次
第
に

増
え
、
明
治
三
十
九
年
四
月
一
日
を

も
っ
て
安
平
村
に
も
待
望
の
二
級
町

村
制
が
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、

第
三
代
戸
長
の
武
井
友
諒
が
初
代
村

長
に
任
命
さ
れ
た
。
な
お
、
二
級
町

村
で
は
完
全
な
自
治
体
と
し
て
の
行

政
は
行
わ
れ
ず
、
村
長
は
北
海
道
庁

長
官
が
任
命
し
、
助
役
制
度
は
な

く
、
収
入
役
は
村
会
の
推
薦
に
よ
っ

て
所
轄
支
庁
長
が
任
命
す
る
こ
と
と

な
っ
て
お
り
、
村
会
の
議
長
に
は
村

長
が
当
た
る
と
い
う
半
官
治
半
自
治

の
行
政
が
行
わ
れ
て
い
た
。

　
ま
た
、
こ
の
時
代
は
戸
長
役
場
時

代
に
引
き
続
き
村
政
の
発
展
期
で
あ

り
、
村
の
人
口
は
五
五
一
八
人
を
数

え
、
苫
小
牧
村
の
人
口
三
三
一
六

人
、
厚
真
村
の
人
口
四
六
一
四
人
と

比
較
し
て
は
る
か
に
多
く
、
農
林

業
、
畜
産
、
商
工
業
な
ど
、
産
業
の

発
展
も
目
覚
ま
し
い
も
の
が
あ
っ

た
。 第

三
回　

二
級
町
村
制
時
代
と
村
勢
概
要

二
級
町
村
制
時
代
の
行
政
事
情

　

二
級
町
村
制
の
施
行
と
と
も
に
、
明
治

三
十
九
年
六
月
一
日
に
は
、
初
め
て
の
村
会
議

員
選
挙
が
執
行
さ
れ
、
即
日
開
票
の
結
果
一
二

人
が
第
一
期
村
会
議
員
に
当
選
し
た
。

　

当
時
の
選
挙
人
資
格
に
つ
い
て
は
、
村
内
居

住
年
数
や
土
地
所
有
状
況
、
納
税
額
な
ど
に
よ
っ

て
制
限
が
あ
り
、
こ
れ
ら
特
殊
有
権
者
に
よ
り

選
ば
れ
た
村
会
議
員
が
村
会
に
お
い
て
村
政
を

議
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
村
会
は
官
吏
で
あ

る
村
長
と
住
民
の
代
表
で
あ
る
村
会
議
員
の
協

議
と
い
う
形
で
議
事
が
進
め
ら
れ
て
い
た
。

　
村
会
が
発
足
し
て
間
も
な
く
、
早
来
尋
常
小

学
校
の
高
等
科
併
置
問
題
に
よ
り
、
追
分
・
早

来
両
地
区
議
員
の
間
で
感
情
的
対
立
が
続
い

た
。
そ
も
そ
も
の
発
端
は
、
明
治
三
十
三
年
の

安
平
村
開
村
時
に
遡
り
、
当
時
、
戸
長
役
場
の

位
置
を
ど
こ
に
す
る
か
と
い
う
問
題
か
ら
で
あ

り
、
両
地
区
に
お
い
て
誘
致
運
動
が
進
め
ら

れ
、
結
果
的
に
は
村
の
や
や
中
央
部
に
位
置
す

る
こ
と
や
、
交
通
の
要
衝
に
あ
る
こ
と
な
ど
の

理
由
か
ら
、
当
局
の
指
示
・
決
定
に
よ
り
早
来

に
戸
長
役
場
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
も

の
で
あ
る
。

　
こ
の
問
題
に
絡
み
、
し
こ
り
を
残
し
た
追
分

側
と
早
来
側
の
あ
つ
れ
き
は
、
村
会
の
場
に
お

い
て
も
常
に
両
地
区
議
員
の
感
情
的
対
立
と
な

り
、
議
長
を
務
め
る
歴
代
村
長
は
両
者
の
板
挟

み
と
な
っ
て
そ
の
重
圧
に
耐
え
き
れ
ず
、
い
ず

れ
も
在
任
数
か
月
で
交
代
す
る
と
い
う
状
態

で
、
安
平
村
は
管
内
屈
指
の
難
村
と
し
て
歴
代

村
長
か
ら
敬
遠
さ
れ
、
二
級
町
村
制
施
行
か
ら

一
七
年
間
に
一
四
人
の
村
長
が
交
替
し
、
つ
い

に
は
村
長
を
引
き
受
け
る
者
も
な
く
、
村
長

不
在
の
ま
ま
約
八
か
月
を
経
過
す
る
と
い
う
異

常
事
態
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
中
、
明
治

四
十
年
九
月
に
第
六
代
村
長
と
し
て
就
任
し
た

鈴
木
善
治
は
、
役
場
を
追
分
に
移
転
す
る
こ

と
を
適
当
と
考
え
村
会
に
提
案
し
た
が
、
賛

否
両
論
で
結
論
が
出
ず
、
妥
協
案
と
し
て
追

分
と
早
来
の
中
間
に
位
置
す
る
安
平
に
移
転

す
る
こ
と
を
提
案
し
議
決
し
て
し
ま
っ
た
。

　
当
時
、
村
民
の
代
表
で
あ
る
村
会
議
員
が
村

政
に
関
わ
っ
て
い
た
と
は
い
え
、
二
級
町
村
に

お
い
て
は
議
決
権
は
な
く
、
道
庁
の
指
揮
監
督

の
権
限
が
強
く
村
政
に
反
映
さ
れ
て
い
た
の

で
、
村
会
で
議
決
さ
れ
て
も
道
庁
の
許
可
が
な

け
れ
ば
実
施
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
鈴

木
村
長
は
次
の
村
会
に
役
場
を
安
平
に
移
転
す

町史編さん委員会の開催状況について
　令和６年度３回安平町史編さん委員会が２月26日に開催され、これまで審議を重ねてき
た「第１編　前史」のゲラ※を確認するとともに、新たに「第11編　観光」の原稿確認につ
いて、専門部会で出された意見を踏まえ審議を行いました。
　委員会の中では、修正意見など活発な議論が交わされ、事務局案を一部修正の上、承認。
併せて、今年度１年間のスケジュールを確認しました。
※ゲラ　校正した原稿に写真や図を加えて実際の町史のレイアウトに体裁を整えたもの

る
予
算
案
を
提
出
し
た
が
、
両

者
の
反
対
に
遭
っ
て
つ
い
に
実

現
し
な
か
っ
た
。

歴
代

氏
名

在
任
期
間

初
代
村
長

武
井
　
友
諒

三
月

二
代
村
長

阿
部
　
雄
貞

二
十
日

三
代
村
長

室
井
　
左
近

六
月

四
代
村
長

藤
本
　
藤
太
郎

四
月

五
代
村
長

前
田
　
浩

四
月

六
代
村
長

鈴
木
　
善
治

一
年
七
月

七
代
村
長

細
川
　
熊
太
郎

一
年
二
月

八
代
村
長

高
松
　
清
一

一
年
十
月

九
代
村
長

尾
崎
　
春
松

二
年
二
月

一
〇
代
村
長
島
津
　
民
治

四
月

一
一
代
村
長
長
尾
　
信
一

一
年
四
月

一
二
代
村
長
高
橋
　
吉
次

七
月

一
三
代
村
長
松
浦
　
橘
弥

四
年
八
月

一
四
代
村
長
栗
城
　
三
吉

三
年
十
一
月
二級町村制時代の歴代村長在任期間（追分町史）

これまで広報紙に掲載してきた「安平村の開村」
「戸長役場時代」に続き、今回からは「二級町村
制時代」の安平村について紹介します。

　令和９年度の安平町史発刊にあたり、町史編さん
作業の進捗状況などをお知らせします。

問合せ　総務課町史編さん室　☎ ㉒ 2511

町史編さん室だより

21 広報あびら  2025. ５


